
 

 

  

学校保健安全法で定められている感染症にかかった場合、医師の許可が下りるまで登校できないこ

とになっています。この期間は出席停止となり、欠席にはなりません。診断を受けた場合は、速やか

に学校まで連絡ください。 

学校感染症の出席停止期間の基準や証明書などについて再度確認をお願いします。 

 

 

 

《様式１》                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《様式２》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 感染症の種類 出席停止期間の基準 

第
一
種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血

熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフ

テリア、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）、中東呼吸器症

症候群（ＭＥＲＳコロナウイルス）特定鳥インフルエンザ新

型インフルエンザ等感染症及び新感染症 

治癒するまで 

第
二
種 

新型コロナウイルス感染症（様式 3） 
発症した後５日を経過し、かつ、軽快した後 1 日を経過

するまで 

インフルエンザ（様式 2） 
発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過す

るまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物

質製剤による治療が終了するまで 

麻しん 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を

経過し、かつ全身状態が良好になるまで 

風しん 発疹が消失するまで 

水痘 すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

結核 病状により学校医その他の医師において伝染の恐れが

ないと認められるまで 髄膜炎菌性髄膜炎 

第
三
種 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフ

ス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 

病状により学校医その他の医師において伝染の恐れが

ないと認められるまで 

その他の感染症 

症状が重症であるなど条件や症状により出席停止扱いと

なることがあります。 

（例）ノロウイルスを原因とする感染性胃腸炎 

病状により学校医その他の医師において伝染の恐れが

ないと認められるまで 

●学校感染症と出席停止の基準（学校保健安全法） 

 

様式１ 

「インフルエンザ・新型コロナウイルス

感染症」以外の感染症にかかった場合

に提出します。 

 

    登校前に、医師の診察を受け、こ

の用紙に医師の証明をもらって学校へ

提出する 

 

※診察を受けるご負担、証明書代のご負

担等をおかけすることになりますが、ご協

力下さいますようお願いいたします。 

様式２ 

「インフルエンザ」にかかった場合に提

出します。 

 

   報告書には、保護者が記入 

   （医師による診察や記入はなし） 

 

※出席停止期間の基準につきましては 

プリントの裏を参考にして下さい。 

上岩出小学校 

2023年８月２５日 

ほけんしつ発行 



《様式３》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新型コロナウイルス感染症（出席停止基準） 

発症した後５日を経過し、かつ、軽快した後、１日を経過するまで 

 

 

 

 

●インフルエンザ（出席停止基準） 

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 

 

 発症当日 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 

発症後 3日目に 

症状軽快 

   

症状軽快   

登校 OK 

発症後４日目に 

症状軽快 

   

 症状軽快  

登校 OK 

発症後５日目に 

症状軽快 
   

  症状軽快  

登校 OK 

発症後６日目に 

症状軽快 

   

   症状軽快  

登校 

OK→ 

無症状 

検体 

採取日 

  

 

 

 

登校 OK 

 発症当日 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 

発症後１日目に 

解熱した場合 

  

解熱 

 

   

登校 OK 

発症後２日目に 

解熱した場合 

  
 

解熱    

登校 OK 

発症後３日目に 

解熱した場合 

   

解熱   

登校 OK 

発症後４日目に 

解熱した場合 

   

 解熱   

登校 OK 

発症後５日目に 

解熱した場合 

   

  解熱 

  
登校 

OK→ 

様式３ 

「新型コロナウイルス感染症」に 

かかった場合に提出します。 

 

   報告書には、保護者が記入 

   （医師による診察や記入はなし） 

 

※出席停止期間の基準につきまして

はプリント右側を参考にして下さい。 
発症の翌日から５日を経過するまでは 

症状が改善しても登校できません 


